柏市教育委員会ＳＥ常駐業務委託仕様書

　　　　　　 
１　委託業務の名称

柏市教育委員会ＳＥ常駐業務委託
２　業務の目的
　本件は，教育委員会による適正かつ効率的なＩＣＴ環境の整備及び児童・生徒・教職員の円滑な機器利用を通してＩＣＴ教育を促進するため，専門的な知見を有するシステムエンジニア（ＳＥ）を教育委員会に常駐させるもの。

３　業務の期間及び時間
　（１）業務期間
　　　契約日から令和１１年３月３１日まで
　　　　ただし，次に掲げる日は除くものとする。
　　　ア　日曜日及び土曜日
イ　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日
ウ　年末年始（１２／２９～１／３）
　（２）業務時間
　　　　午前８時４５分から午後５時１５分（原則として正午から午後１時までを休憩時間とする。）
　

４　業務場所
　　柏市教育委員会，柏市立小中学校６３校及び柏市立柏高等学校
５　単価・総価契約の別
　　総価契約
６　支払い
　　毎月，月末における当該月の実績に応じて月払い（３６回）とする。支払の時期は，業務が終了した月の翌月に請求に基づき支払うものとする。
７　配置体制
（１）受注者は，本件業務を常時２名が履行できるよう３　業務の期間及び時間で定める期間，作業従事者を柏市教育委員会に配置すること。
（２）配置する作業従事者のうち１名は，管理責任者とし，受託者に代わって，請負作業場での作業の遂行に関する指示，請負労働者の管理，発注者との指示に関する交渉等の権限を与えるものとする。
（３）受注者は，必要に応じて代替要員の支援体制を整備すること。
　（４）作業従事者が使用するパソコン，ネットワーク等は，発注者が用意する。必要に応じて作業従事者が端末等の持ち込みを行う場合，以下に記すルール等に基づき，適切に管理されている機器を持ち込むこと。

　　　　ア ユーザパスワードを設定すること。

　　　　イ ウイルス対策ソフト，OS セキュリティパッチ等は常に最新状態とすること。

　　 ウ 本委託業務に関係のないソフトウェアのインストール，データファイルを格納しないこと。
８　作業従事者の要件
（１）民間企業等において，SE等として５年以上の従事経験がある者または，基本情報技術者以上の資格を有する者を配置できる事業者であること。
　（２）問題が発生し調査が必要となった場合，調査計画を立案，データ収集，解析を主導できること。
　（３）情報セキュリティに関する知見を有し，その周知から監査までを実施できること。
９　業務内容
　　柏市教育委員会で行っている下記の業務について，運用支援を行うこと。
（１）教育情報ネットワークに係る運用支援

ア　フィルタリング設定　i-Filter，Fortigate（コンテンツフィルタリング機能）
イ　機器監視及びネットワーク監視
1 学習系ネットワーク監視システム　Vista Manager，Meraki
2 校務系ネットワーク監視システム　Ivanti
3 WAN監視システム　IIJ GIO
※常時監視をする必要はなく，トラブル発生時の切り分け等において，上記システムを活用すること。
ウ　アラート対応，ログ管理

（２）ＩＣＴ機器に係る運用支援

ア　次のソフトウェアの運用・管理を行い，適宜更新または，その保守業者等に指示を行うこと。

① ウイルス対策ソフト　Apex One
② 資産管理ソフト　Vista Manager，Ivanti，Jamf-Pro，
　　　　　　　　　 Chrome Education Upgrade
イ　トラブル初期対応，GIGA端末リセット対応

　（３）各種アカウント管理，設計等
　　　ア　Google管理コンソールを用いたGoogleアカウントの発行・管理
　　　イ　Microsoft365アカウントの発行・管理
　　　ウ　Active Directoryの参照及び，保守業者への指示
（４）セキュリティ対策支援

柏市教育委員会が定める教育情報セキュリティポリシーに沿った技術支援（セキュリティポリシーの見直し，対策基準に沿った運用支援（内部監査に対する支援を含む。）等）を行うこと。
（５）学校からの作業依頼対応
　　ア　児童・生徒が使用するアプリ申請に対する妥当性の調査及びアプリの追加対応
　　イ　校務で使用するソフトウェア申請に対する妥当性の調査及びソフトウェアの追加対応，プリンターの追加対応（IPアドレスの払い出し及び管理表の更新）
（６）その他

ア　柏市教育ネットワークに係る業者間で責任分界点が曖昧になった場合の調整を柏市教育委員会の指示の下，実施すること。

イ　柏市教育委員会が進めるシステムリプレイス案件，教育ネットワーク整備，セキュリティポリシー整備に関して技術的観点から助言を行うこと。

ウ　柏市教育委員会の指示により，打合せ参加などの業務を実施すること。

エ　学校又は各種ヘルプデスクにて切り分けが困難な場合の問い合わせに対して一次切り分けを行い，適切な業者へ障害対応をエスカレーションすること。
オ　柏市教育委員会が各校に配備しているＩＴ教育支援アドバイザーに対する技術支援を行うこと。
カ　その他指導課所掌事務に係る技術支援に関すること。
１０　情報セキュリティについて

（１）受託者は，本業務の履行に関して取り扱う情報資産を本業務の目的以外に使用してはならない。

（２）受託者は，本業務の履行に関して取り扱う情報資産について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には，速やかに柏市教育委員会に届け出るものとする。また，速やかに，事故の原因を明確にし，補完措置をとり，事故の再発防止の措置を講ずるものとする。

（３）事故の発生が受託者に起因する場合には，受託者の費用をもって回復するものとする。また，受託者に起因する情報流出事故により生じた第三者への損害の賠償については，受託者がその責めを負うものとする。

１１　成果物 

（１）受注者は，毎月５日までに前月の業務の実施状況を業務完了報告書により，提出すること。内容については教育委員会と協議すること（様式は任意とする）。

（２）月次で教育委員会と定例会を実施し，課題などの報告を行うこと

１２　守秘義務

　（１）受託者及び作業従事者は，委託業務の遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

　（２）前項の規定は，この契約終了後も継続するものとする。

１３　特記事項
（１）常駐ＳＥ業務の実施に当たり，作成したマニュアルや資料等の著作権は，柏市教育委員会に帰属するものとする。

（２）受託者は，柏市教育委員会常駐ＳＥ業務委託の業務期間が終了する際，当該業務に係る内容について，新たに委託を受託しようとする者に対し，書面，面談その他必要な方法により引き継ぐものとする。なお，当該引継ぎに係る一連の業務係る経費は，柏市教育委員会常駐ＳＥ業務委託における費用に含まれるものとする。
１４　担当・連絡先

　　　柏市教育委員会

　　　学校教育部　指導課　白石，湯浅
　　　住所　　〒２７７－８５０３　柏市大島田４８番地１

　　　電話　　０４－７１９１－７３６９

    　ＦＡＸ　０４－７１９１－７３８０
